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吉野町議会から吉野町議会からののお知らせお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会から吉野町議会からののお知らせお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ

　令和４年第２回定例会は、6月３日招集され、１０日までの８日間の会期で開催されました。今期の定例会で
は、５名の議員が町政等について一般質問をおこないました。
　なお、議決された案件の大要及び審議結果は次のとおりです。

① 吉野町附属機関に関する条例等の一部改正【 可決 】
　　現存する委員会等の機関の一部を本町の執行機
関の附属機関として位置付けるための改正等

② 吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す
る条例の一部改正 【 可決 】

　　町消防団の条例定数を実態に見合った定数とする
ための改正

③ 令和４年度一般会計補正予算(第2号) 【 可決 】
  ・補正規模　6,029万9千円
  ・予算総額　52億8,525万7千円
  ・歳入　▶新型コロナウイルスワクチン接種対策費
負担金(838万4千円)、▶新型コロナウイルスワク
チン接種事業費補助金(5,191万5千円)

  ・歳出 ▶60歳以上の方及び基礎疾患等お持ちの
18歳以上59歳以下の方を対象とする4回目のワク
チン接種費用(6,029万9千円)、▶職員の昇格、昇
任及び人事異動に伴う職員給与費(増減なし)

▶は、「新型コロナウイルス感染症対策関連」

④ 令和４年度一般会計補正予算(第３号) 【 可決 】
  ・補正規模　590万5千円
  ・予算総額　52億9,116万2千円
  ・歳入　▶子育て世帯生活支援特別給付金補助金
(590万5千円)

  ・歳出 ▶子育て世帯生活支援特別給付金事業
(590万5千円)

（1） 条　　例　　《2件》◆ 吉野町選挙管理委員及び同補充員の選挙　【 選挙 】
 　選挙管理委員及び同補充員の方々の任期満了に伴
う議会での選挙がおこなわれました。　　　　　　
次の方々が当選されました。

  ・選挙管理委員
　　中本 寛　氏（上市）
　　奥田 良實　氏（千股）
　　窪 正則　氏（窪垣内）
　　靍谷 年史　氏（御園）
  ・同補充員
　　武林 清敏　氏（丹治）
　　中井 由美子　氏（山口）
　　西本 眞範　氏（柳）
　　涌本 倍行　氏（新子）

補正予算を含む全議案を全会一致で可決・同意・採択補正予算を含む全議案を全会一致で可決・同意・採択令和４年第２回定例会 補正予算を含む全議案を全会一補正予算を含む全議案を全会一
議 会 だ よ り
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一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　ー＝欠席 　△＝棄権】  

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致
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全　　会　　一　　致
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全　　会　　一　　致

可決

可決

可決

可決

同意

同意

採択

吉野町附属機関に関する条例等の一部改正

吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
の一部改正

令和４年度一般会計補正予算(第2号)

令和４年度一般会計補正予算(第３号)　　　 

吉野町農業委員会委員の任命同意

吉野町固定資産評価審査委員会委員の選任同意

国指定 重要文化財の修理に係る助成願いについて

⑤吉野町農業委員会委員の任命同意 【 同意 】   
　（農業委員会委員１名の欠員による任命同意）
　・森本 信雄 氏（左曽）
⑥吉野町固定資産評価審査委員会委員の選任同意【同意】   
　（固定資産評価審査委員会委員 髙野 純 氏任期満
了による選任同意）

　・辻本 義博 氏（左曽）                      

⑦国指定 重要文化財の修理に係る助成願いについて
【 採択 】

（４）　同　　意　　《2件》

（6） 報　　告　　《4件》

（５） 要　　望　　《1件》

◆ 令和３年度一般会計事故繰越し繰越計算書の報告
【 受理 】

  ・一般会計のサテライトオフィス誘致事業に係る事故
繰越し繰越額（2,２０0万円）等報告

◆ 令和３年度一般会計繰越明許費繰越計算書の報告
【 受理 】

  ・一般会計の1０事業に係る繰越明許費の繰越額（３億
３,５６６万４千円）等報告

（7） そ の  他　　《2件》
◆ 常任委員会の閉会中の所管事務調査　　【 可決 】

◆ 議員派遣         　　　　　　　　　　　【 可決 】

◆ 令和３年度土地開発公社決算及び事業報告 【 受理 】
  ・収益的収支
　　　収入　　　　　 99円
　　　支出　　 170,000円
・資本的収支
　　　収入　　　　　　 ０円
　　　支出　　　　26,190円

◆ 令和４年度土地開発公社予算及び事業計画・資金計画
【 受理 】

  ・収益的収支
　　　収入　　　 　　42万円
　　　支出　　　 　　42万円
  ・資本的収支
　　　収入　　 　 1,100万円
　　　支出　　1,105万4千円
  ・事業計画
　　　公共用地の先行取得 1,000万円
　　　その他付帯業務　　　　100万円  

一 般 質 問

（2） 予　　算　　《2件》

※「一般質問」の続きは次のページへ

（3） 選　　挙　　《2件》
◆ 奈良県広域消防組合議会議員の選挙 　　【 選挙 】
　　吉野構成町村から選出する奈良県広域消防組合議
会議員は、同構成町村議会議員から3名選出します。
それに伴い本町議会において1名の選出となり選挙
がおこなわれました。

　 選出議員　　西澤 巧平 議員

一 般 質 問 議員の日常の活動と町民の声や自身の考え方をもとに、町長や教育長などへ方針を
問うものです。次のとおり5名の議員が町政について質問しました。

本庁舎の選定について 　６月定例会までの間、各種条件の整理、仕様書

の作成等の業務を行い、６月３日、本庁舎設置場

所の選定に関わる入札を実施した。入札期間中である

ため詳細については答弁できず、総務文教厚生委員会

で説明することとした。設置場所選定の期限を９月末と

していることから、９月定例会で議会説明の後、住民の

皆様にも広く説明する予定。

A

●吉野小学校、吉野北小学校の跡地利活
用について

他の質問

　本庁舎場所の選定について、現在までどのよう

に推移しているか。また、今後どのように進めて

いくのか。

Q 本庁舎場所

山本 義史
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山本 義史



一 般 質 問 続き

辻内 正誠

吉野町議会から吉野町議会からののお知らせお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ町民税務課から町民税務課からののお知らせお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ

両小学校の跡地活用に
ついて

　町役場の整備と両小学校の跡地利活用は、町の
グランドデザインにつながる事業であり、一体的に
進める必要がある。両校の跡地利活用方針で旧吉

野小学校は、建築後５０年以上経過しているが民間利活用
の可能性が高く、公共財産の維持コスト削減と行政サー
ビスの維持を鑑み、町民サービスに転換できるよう民間
活力の導入の施設としているが、事業スケジュールとして
は、庁舎の適地選定完了と連動しての再開としている。

A

　新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受
けてきたが、地域スポーツは住民にとって健康づ

くりやコミュニティ形成に重要な役割を果たすと認識し
ている。４月より新たに設置したスポーツ振興室を中心
に、吉野スポーツクラブ等との連携、協力をいただきイ
ベント等も徐々に活性化していきたい。参加者数目標
値は、第５次総合計画にて設定している。

Aこれからの町主催の
スポーツイベントに
ついて

　両小学校の跡地活用する為の検討が行われて

いるが、両校共にできるだけ現状のまま、民間活

用する事が費用面で安価におさまると思われる。

検討２年目をむかえ、現在の進捗状況と方向性を伺う。

Q

　新型コロナウイルス感染が現状以下を前提と
するが、健康づくりや地域のコミュニティ形成に

重要であるスポーツイベントをどう計画しているのか。
また、その対象者はどうなっているのか。参加数等目標
値は設定しているのか。

Q

第５次総合計画について 　町民の方々から重要度が高いが満足度が低い

というご意見の施策を優先的かつ重点的に展開

する。具体的には「地域医療の充実」は安心度を高める

医療の充実、「利便性の高い公共交通システムの構築」

は教育や子育ての観点も含めた予約乗合型のデマンド

バスの更なる利便性の向上、「安全で快適な住環境の整

備」は空き家の利活用と特定空家等対策の両面で住環

境を充実させていく。

A

　現介護保険における「在宅での紙おむつ助成

制度」は、排泄に対する家族の負担が大きいため

経済的負担の軽減を図るためのもの。一方、介護保険

施設以外の施設に入所すると、おむつ代は適用外であ

る。国では介護用品支給事業の廃止縮小が示され、今

後現行の紙おむつ支給財源についても、１号保険料で

賄うこととされ、持続可能な助成制度の検討を行う。

A

●職員の自己都合退職について ●事務事
業評価について ●庁舎整備について

他の質問

●スポーツの指導者に対する支援について 
●奈良県南部東部地域の振興のための条例
について ●さらなる地域交通の施策について

他の質問

介護を要する方々の
紙おむつの支給基準に
ついて

　町が実施している介護用品支給事業について
は、要介護度や所得状況などの基準に併せて、在

宅による要介護者のみが支給対象となっている。しかし
ながら、施設入所者についても、住民負担軽減の観点か
ら紙おむつ等の支給についても検討をお願いしたい。

Q

　施策の基データとなる住民アンケートにおい
て、「町外へ引っ越ししたい」の割合が、第４次前

期、後期、第５次において18％、13％、19％と多人数で
ある実態をどう考えるか。
第５次総合計画はこの状況を改善できるのか。

Q

新型 ナ

藤本 昌義
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❶A・Bいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等
のみからなる世帯（被扶養者のみ）は対象外

❷A・Bのいずれか一方のみしか受給できません。

❸A・Bのいずれかを「令和３年度分」としてすでに受給した
世帯は対象外。「令和３年度分」の支給対象となっていて
未申請の世帯は期限までにご申請ください。

A 令和４年度新たに世帯全員の 「住民税
均等割が非課税」 となった世帯
(令和３年度は課税世帯)

基準日(令和４年６月１日)時点で吉野町にお住
まいの世帯が対象

７月に、給付内容や確認事項が書かれた確認書をお

送りしました。確認書の内容（支給要件、振込先等）を

確認して、返信用封筒にてご返送ください。

(1) 世帯の全ての方が、令和３年12月10日以前から
現住所にお住まいの場合

申請が必要です。
▶申請書等は吉野町ウェブサイトでダウンロードでき

ます。（郵送も可。町民税務課へご連絡ください。）

▶申請書等に必要事項を記入して、添付資料と一緒

に町民税務課へご提出ください。

(2) 世帯の中に、令和３年12月11日以降に転入
した方がいる場合

※住民税非課税相当・・・世帯員全員のそれぞれの年収

見込額（令和４年１月以降の任意の１か月収入×12

倍）が住民税均等割非課税水準以下であること

※新型コロナ感染症の影響ではない収入減少により給

付を申請した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場

合があります。

申請が必要です。

▶申請書等は吉野町ウェブサイトでダウンロードでき

ます。（郵送も可。町民税務課へご連絡ください。）

▶申請書等に必要事項を記入して、添付資料と一緒に

町民税務課へご提出ください。

新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変

し、令和４年度分の住民税均等割が非課税であ

る世帯と同様の事情にあると認められる世帯

B 令和４年１月以降の収入が減少し
「住民税非課税相当」の収入となった
世帯(家計急変世帯)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

支給対象となる世帯 （A・Bのいずれかにあてはまる世帯）

上滝 義平

両小学校

下中 一平

令和4年度

令和４年度新たに住民税が非課税となった世帯等に対しても

臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）が支給されます。
問町民税務課
　NTT…℡(32)3081　IP直通…℡(39)9063

ご注意ください！
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１世帯あたり10万円 ９月３０日まで 町民税務課が書類を
受理した日から約30日後

給付金の支給額 給付金の申請期限 給付金の支給時期




